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はじめに 

 

 近年、生産工程等の多様化・複雑化が進展し、事業場内の危険や有害性が多様化してい 

ることから、労働災害防止のためには、労働安全衛生関係法令に規定されている危害防止

基準の遵守は勿論のこと、事業場内の危険・有害要因等について自ら予防的にリスクアセ

スメントを実施することが必要であるといわれています。 

一方、中小規模事業場においては、リスクアセスメントを適切に実施できるノウハウや

これを担う人材が十分ではないという統計結果も出ています。 

 そこで、できるだけ多くの中小規模事業場においてリスクアセスメントが円滑に導入・

実施されるよう、中小規模事業場の集団を選定して、リスクアセスメントに関する実践的

な研修を実施することで、平成 24 年度厚生労働省委託事業として、このリスクアセスメン

ト研修が実施されました。 

 この実施事例集は、その第一段階である基礎研修（講義）を受けられてから、次の実践

研修（討議）までの間の課題として、研修参加者が各事業場で実施されたリスクアセスメ

ントの結果を実践研修において発表されたものをまとめたものです。 

本事例集が、今回の研修を受講された方やこれからリスクアセスメントを実施しようと

されている方々のスムーズな実施に御役に立つことを期待しています。 
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Ⅰ リスクアセスメントの目的と効果 

 

１ リスクアセスメントの目的と効果 

 

１） リスクアセスメントの目的  

リスクアセスメントを導入し実施する、主な目的は次のとおりです。  
 

 

 

２） リスクアセスメントの効果  

リスクアセスメントを実施することにより、次のような効果が期待できます。  
 

 

 

 

 

 

 

 

① 職場のリスクが明確になります。  

② 職場のリスクに対する認識を管理者を含め、職場全体で共有できます。  

③ 安全衛生対策について、合理的な方法で優先順位を決めることができます。  

④ 残されたリスクについて「守るべき決め事」の理由が明確になります。  

⑤ 職場全員が参加することにより「安全」に対する感受性が高まります。 

職場のみんなが参加して、職場にある危険の芽（リスク）とそれに対する対策の実情を知

って、災害に至るおそれのあるリスクを事前にできるだけ取り除いて、労働災害が生じない

ような快適な職場にする。 
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Ⅱ リスクアセスメントの考え方 

 

１） 労働災害（健康障害を含む）が発生する仕組み 

労働災害は、危険性又は有害性と人（作業者）の両者の存在があって、発生します。どちら

かが存在するだけでは、労働災害には至りません。例えばただ単に刃物があるだけでは、災害

にならず、それを人が持って（使用して）初めて災害にいたるリスクが発生します。 

この状態で、安全衛生対策の不備、不具合等があった場合、労働災害となります。これを図

に表せば次のとおりです。 

 

 

２） リスクアセスメントの考え方  

リスクアセスメントは、上記の災害発生の仕組みを踏まえ、「危険性又は有害性」と人が接

触してリスクが発生することを事前に評価し、その予防を図ろうとするものです。 

具体的には、次のような一連の取組をいいます。 

 

 

リスクアセスメントによって検討された措置は、安全衛生計画に盛り込み、

計画的に実施する必要があります。 

① 作業場における「危険性又は有害性を特定」する。 

② それによる発生のおそれのある災害（健康障害を含む）の重篤度（災害の程度）とそ

の災害が発生する可能性の度合を組み合わせて「リスクを見積る」。 

③ そのリスクの大きさに基づいて対策の「優先度」を決めた上で、「リスクの除去又は低

減の措置」を検討する。 

④ その結果を記録する。 
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３） リスクアセスメントの手順の考え方 

 リスクアセスメントの実施手順の考え方は次のとおりです。 

(1) 危険性又は有害性の特定 

 作業標準等に基づき、必要な単位で作業を洗い出した上で、各作業における危険性又は有害

性（ハザード）を特定します。 

 「危険性又は有害性」（ハザード）とは、職場において災害発生の可能性のある場所や作業

方法等、職場で有害物を使用するとか、無理な作業姿勢で作業を行う等、労働者の健康に悪い

影響を与えそうな作業方法そのものをいいます。その危険性・有害性によって生ずるおそれの

ある「怪我や疾病の重篤度」と「発生する可能性の度合い」を考慮した「リスク」とは異なる

ものです。 

 

（お詫び）受講者用テキストのP.9の９行目の次の記述は「（注）「危険性又は有害性等」が「リス

ク」に相当する用語として法令では使われています。」は正確性を欠きます（必ずしも定義されている

とは言えない）ので削除してください。 

＜ハザードとリスクの違い＞ 

 トラは固有の危険性をもっているのでハザードにあたりますが、左の図はトラのそばに人がい

ないので、トラに襲われる危険性はありません。この状態は、トラによって負傷の生じるおそれ

（リスク）がない状態です。反対に右の図はトラの近くに人がいるので、リスクが高まっている

状態となります。 

   

【例】危険性の特定：トラ（ハザード）がいて、うかつに接近して襲われ怪我をする。 

 

(2) リスクの見積り 

（第１段階） 

 「災害になる可能性」と「災害になったときの怪我の程度」を、事業場であらかじめ定め

られた区分基準にしたがって区分します。 

・「災害発生の可能性」→ 「高い×、可能性がある△、ほとんどない○」 

  ・「災害の重篤性」  → 「重大×、中程度△、軽度○」 

（第２段階） 

  上記の２つの区分をもとに、別に定められた見積表をもとに、リスクを見積もります。 

ここでは、次の見積表（マトリクス方式）で行うこととします。 
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